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１ 農地法第３条許可申請に関する件 

２ 農地転用事業計画変更に関する件 

３ 農地法第４条許可申請に関する件 

４ 農地法第５条許可申請に関する件 

５ 農地法第１８条第６項の規定による通知に関する件 

６ 非農地認定に関する件 

７ 農地利用変更届出に関する件 
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１ 法務局から照会のあった農地等の現況について 

２ 農地法第３条の３届出専決に関する報告について 

３ 農地法第４条・５条届出専決に関する報告について 

４ 鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について 

５ 令和２年度第１回農地利用最適化推進合同委員会に係る審議結果に 

ついて 
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議    長 

 

 

 

 

開 会（午前１０時） 

 

定刻になりましたので、ただいまから、令和２年度第３回総会を開催いたし

ます。 

 

それでは、本日の出席委員数について報告いたします。 

１９人中１９人の出席で、全員の出席でございますので、会は成立いたしてお

ります。 

 

次に、議事録署名者を決めなければなりませんが、こちらからご指名申し上げ

てよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

それでは、仮屋委員、鳥丸委員にお願いいたします。 

 

今回は、会長の依頼により、農政総務課の担当者に出席していただいておりま

す。 

 

次に、議事参与の制限についてお知らせいたします。 

議題８．｢農用地利用集積計画に関する件」につきましては、議事参与の制限

となっておりますのでよろしくお願いします。 

 

それでは、議題の審議に入って参ります。 
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議              題 

議題１．農地法第３条許可申請に関する件 

１ページ～２ページ ８件 

議    長 それでは、議題１．「農地法第３条許可申請に関する件」を審議します。 

まず始めに、１ページ、松元の番号４号につきましては、令和２年度第１回総

会において、「買受適格証明願に関する件」で審議済ですので、今回は、報告事項

になりますことをお知らせします。 

まず、吉田、１８番委員お願いします。 

 

１ ８ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、譲渡理由：贈与、譲受理由：受贈、権利の種別：所有権移転、贈与。 

以上です。 

 

議 長 次に、桜島、１９番委員お願いします。 

 

１ ９ 番 委 員 ご報告します。 

番号２号、労力不足、相手要望、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 次に、松元、３番委員お願いします。 

 

３ 番 委 員 ご報告します。 

番号３号、相手要望、規模拡大、所有権移転、売買。 

番号４号、その他、規模拡大、所有権移転、競売。 

以上です。 

 

議 長 次に、郡山、１１番委員お願いします。 

 

１ １ 番 委 員 ご報告します。 

番号５号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。 

番号６号、農業廃止、規模拡大、所有権移転、売買。 

番号７号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。 

番号８号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。 

以上です。 
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議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

別冊資料１にありますように、今回の第３条案件の全ては、農地法第３条第２

項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。お目通しをお

願いいたします。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１．「農地法第３条許可申

請に関する件」７件につきましては、原案どおり許可することに決定し、申請人

に許可書を交付することといたします。 

 

 

議題２．農地転用事業計画変更申請に関する件 

３ページ ２件 

議    長 次に、議題２．「農地転用事業計画変更申請に関する件」を審議します。 

議題３．「農地法第５条許可申請に関する件」喜入の番号１４号の案件が、こ

の事業計画に関連するので併せて、審議していただききたいと思います。 

それでは、喜入、１０番委員お願いします。 

 

１ ０ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、変更後：建売住宅１棟、変更前：建売住宅２棟、申請事由：一般住

宅を建築したい旨の売買要望があったため、権利の種別：所有権移転、許可日：

令和元年５月２９日、許可番号：農委第０１７５－３号、別件事変番号２一部継

承、別件５条番号１４同時申請。 

番号２号、変更後：一般住宅、変更前：建売住宅２棟、申請事由：承継人が一

般住宅とするため、権利の種別：所有権移転、許可日及び許可番号は番号１と 

同じです。別件事変番号１縮小変更、別件５条番号１４同時申請。 

以上２件は、８ページ５条申請と関連がありますので、読み上げます。 

番号１４号、用途・施設：住家１棟４７．２０㎡、庭敷地等１４７．８０㎡、

周囲の状況及び被害防除計画：東…私道、西…他人畑、南…渡人畑、北…宅地、

境界…ブロック積、雨水…私道側溝、汚水…合併浄化槽。 

以上の件につきまして、補足説明をいたします。 

申請者は、当初申請地に建売住宅２棟を建築する計画でありましたが、承継者

から１棟分の農地に一般住宅を建築したいという申し出があったため、全体で建

売住宅１棟、一般住宅 1棟へ計画を変更するものです。 

以上です。 
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議 長 ただいま、調査員から説明がありました。 

今回の第５条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、第３

種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。 

 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題２．「農地転用事業計画変

更申請に関する件」２件につきましては、原案どおり承認するものと決定いたし

ます。 

また、議題４．「農地法第５条許可申請に関する件」番号１４号につきまして

は、原案どおり許可するものと決定し、申請人に許可書を交付することといたし

ます。 

 

 

議題３．農地法第４条許可申請に関する件 

４ページ ３件 

議    長 次に、議題３「農地法第４条許可申請に関する件」を審議します。 

議題４．「農地法第５条許可申請に関する件」谷山の番号７号及び議題７．「農

地利用変更届出に関する件」番号１号の案件が、この第４条許可申請に関連する

ので併せて、審議していただききたいと思います。 

まず、谷山、１４番委員お願いします。 
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１ ４ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、用途・施設：貸駐車場３０６．００㎡、周囲の状況及び被害防除計

画、東…宅地、西…水路、南…私道、他人畑、北…私道、他人田、境界…ブロッ

ク積、雨水…水路放流。 

番号２号、住家１棟２１１．７９㎡、庭敷地等２７２．２１㎡、東…別件農変

申請地、西…別件５条申請地、本人田、他人畑、南…本人田、北…里道、他人畑、

境界…ブロック積、雨水…水路放流、汚水…合併浄化槽。 

６ページ、５条許可申請番号７及び１８ページ、農地利用変更届番号１と関連

がありますので、読み上げます。 

６ページです。 

番号７号、用途・施設：通路８．８５㎡、周囲の状況及び被害防除計画：東…

別件４条申請地、里道、西…他人畑、南…別件４条申請地、北…里道、境界…ブ

ロック積、雨水…水路放流、権利の種別：所有権移転、売買。 

１８ページです。 

番号１号、埋立理由・工事内容及び変更後の使用目的：周辺土地より低いため、

盛土をして畑として利便性を高める。工事開始日：令和２年７月１０日、工事終

了日：令和２年１２月３１日、周囲の状況：東…水路、西…別件４条申請地、他

人畑、雑種地、南…宅地、北…里道、他人畑、境界…コンクリート擁壁、高さ…

１．０ｍ、作物…野菜、搬入土…シラス、黒土。 

この件について、補足して説明いたします。 

転用内容は、４条申請により農地の一部を転用し、一般住宅を建築します。 

その際出入り口の間口が狭いので、５条申請により出入り口の間口を広げま

す。最後に、４条申請の残地及び残地に接する１筆を、高低差が生じるため盛土

をし、畑として利便性を高めるという内容になります。 

雨水につきましては、敷地内に側溝を新設して水路へ放流します。 

以上です。 

 

議    長 次に、伊敷、６番委員お願いします。 

 

６ 番 委 員 ご報告します。 

番号３号、貸資材置場７６９．００㎡、通路２４２．００㎡、法面２０７．０

０㎡、東・西…他人畑、南…水路、北…宅地、市道、境界…ブロック積、土留、

雨水…水路放流。 

以上です。 
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議 長 ただいまそれぞれ、調査員から説明がありました。 

今回の第４条、第５条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますよう

に、全て、第２種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。 

 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題３．「農地法第４条許可申

請に関する件」３件及び議題４．「農地法第５条許可申請に関する件」番号７号

につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請人に許可書を交付する

ことといたします。 

又、議題７．「農地利用変更届出に関する件」番号１号につきましては、原案ど

おり受理することに決定いたします。 

 

議題４．農地法第５条許可申請に関する件 

５ページ～１０ページ １８件 

議    長 次に、議題４「農地法第５条許可申請に関する件」を審議します。 

先ほど谷山の１件につきましては、議題３．｢農地法第４条許可申請に関する

件」と、喜入の１件につきましては、議題２．｢農地転用事業計画変更申請に関す

る件」と併せて審議しておりますので、それ以外の１６件について審議していた

だききたいと思います。 

まず、谷山、１４番委員お願いします。 
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１ ４ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、用途・施設：住家１棟１０１．８５㎡、庭敷地等２０４．１５㎡、

周囲の状況及び被害防除計画：東・北…里道、西…私道、南…宅地、境界…ブロ

ック積、雨水…里道側溝、汚水…合併浄化槽、権利の種別：所有権移転、売買。 

番号２号、住家１棟７０．３８㎡、庭敷地等１３９．６２㎡、東・北…渡人畑、

西・南…里道、境界…ブロック積、雨水…里道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権

移転、売買。 

番号３号、住家１棟６１．２７㎡、庭敷地等１６５．７３㎡、東…私道、西・

北…渡人畑、南…里道、境界…ブロック積、雨水…里道側溝、汚水…合併浄化槽、

所有権移転、売買。 

番号４号、住家１棟４８．８５㎡、庭敷地等１５２．１５㎡、東…市道、西・

南…他人畑、北…渡人畑、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化

槽、所有権移転、売買。 

番号５号、建売住宅１棟１０４．７５㎡、庭敷地等１０９．２５㎡、東・北…

渡人田、西…宅地、南…市道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併

浄化槽、所有権移転、売買。 

この件について、補足して説明いたします。 

申請人は、必要な手続きを経ずに、土地の一部に盛り土をしていたことから、

今回始末書添付のうえ申請されたものです。代理人を通じて、転用等を行う場合

は、農地法の許可を受けなければならないこと、今後は、このようなことのない

よう指導いたしました。 

番号６号、資材置場４９０．００㎡、東…国道、西…里道、南…渡人畑、北…

宅地、境界…ブロック積、雨水…自然流下、所有権移転、売買。 

番号８号、駐車場１６０．００㎡、資材置場７７６．００㎡、東・北…山林、

西…宅地、南…市道、境界…土留、雨水…自然流下、所有権移転、売買。 

この件について、補足して説明いたします。 

申請地は、谷山支所から北へ約４．８Ｋｍに位置する第１種農地で、土地改良

事業施行地に該当するため、原則転用を許可できませんが、農地法施行規則第３

３条第４号に定めるところの不許可の例外である集落接続施設に該当すること

から、今回の転用許可はやむを得ないと判断したところでございます。 

番号９号、住家１棟４３．３２㎡、庭敷地等１７６．６８㎡、東…宅地、西…

市道、南…渡人畑、北…里道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併

浄化槽、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉野、１３番委員お願いします。 
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１ ３ 番 委 員 ご報告します。 

番号１０号、資材置場１，３６５.００㎡、東・南・北…山林、西…里道、境界

…土留、雨水…自然流下、所有権移転、売買。 

番号１１号、住家１棟９９．３７㎡、庭敷地等３３３．６３㎡、東…他人畑、

西…市道、南…貸人畑、北…宅地、境界…ブロック積、コンクリート擁壁、雨水

…市道側溝、汚水…合併浄化槽、使用貸借権。 

番号１２号、住家１棟１４６．５７㎡、庭敷地等３５２．４３㎡、東…貸人畑、

西…宅地、南…市道、北…他人畑、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…

合併浄化槽、使用貸借権。 

以上です。 

 

議    長 次に、喜入、１０番委員お願いします。 

 

１ ０ 番 委 員 ご報告します。 

番号１３号、建売住宅４棟３８５．０５㎡、庭敷地等４３４．９５㎡、東…宅

地、西…私道、南…市道、北…水路、境界…ブロック積、雨水…私道側溝、汚水

…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議    長 次に、松元、３番委員お願いします。 

 

３ 番 委 員 ご報告します。 

番号１５号、建売住宅１棟９１．９１㎡、庭敷地等３９３．０９㎡、東…宅地、

私道、他人畑、西・南…渡人畑、北…渡人畑、宅地、境界…ブロック積、雨水…

私道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

番号１６号、宅地分譲６６９．０１㎡、東・南…市道、西…宅地、北…県道、

境界…ブロック積、雨水…自然流下、所有権移転、売買。 

番号１７号、貸資材置場６７６．００㎡、駐車場７５．００㎡、転回場等１，

３７３．１０㎡、東…山林、水路、西…山林、里道、南…水路、北…山林、他人

畑、境界…土留、雨水…自然流下、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議    長 次に、郡山、１１番委員お願いします。 

 

１ １ 番 委 員 ご報告します。 

番号１８号、住家１棟１５３．４２㎡、倉庫１棟３０．００㎡、庭敷地等２７

１．７６㎡、東・西・南…宅地、北…市道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、

汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 
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議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

今回の第５条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、番号

８号は、第１種、それ以外は、全て、第２種、第３種農地に該当すると判断され

ます。お目通しをお願いいたします。 

 

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題４．「農地法第５条許可申

請に関する件」１６件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請

人に許可書を交付することといたします。 

但し、第１種農地の番号８号につきましては、「県農業会議」に意見聴取し、許

可して差し支えのない旨の回答を得た後、許可書を交付することといたします。 

 

議題５．農地法第１８条第６項の規定による通知に関する件 

１１ページ ２件 

議 長 次に、議題５．「農地法第１８条第６項の規定による通知に関する件」を審議

します。 

谷山地区に合意解約の通知が出ております。 

委員の皆さんには、お目通しをお願いいたします。 

 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題５．「農地法第１８条第６

項の規定による通知に関する件」２件につきましては、原案どおり受理すること

に決定いたします。 

 

 

議題６．非農地認定に関する件 

１２ページ～１７ページ １９件 

議    長 次に、議題６．「非農地認定に関する件」を審議します。 

まず、本局、９番委員お願いします。 

 

９ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、調査結果：雑木自然繁茂、約５０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 次に、谷山、１４番委員お願いします。 
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１ ４ 番 委 員 ご報告します。 

番号２号、調査結果：住家１棟、４０年経過、現況宅地。 

番号３号、調査結果：通路として約４０年経過、現況道路。 

番号４号、調査結果：住家１棟、１７年経過、現況宅地。 

番号５号、調査結果：１６０２－３１、１６０６－１：庭敷地として約６０年 

          経過、現況宅地、１６０２－３６：通路として約６０年 

          経過、現況道路。 

番号６号、調査結果：通路として約６０年経過、現況道路。 

番号７号、調査結果：住家１棟、９９年経過、現況宅地。 

番号８号、調査結果：雑木自然繁茂、約５０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 次に、伊敷、６番委員お願いします。 

 

６ 番 委 員 ご報告します。 

番号９号、調査結果：雑木自然繁茂、約４０年経過、現況山林。 

番号１０号、調査結果：唐竹自然繁茂、約３０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉野、１３番委員お願いします。 

 

１ ３ 番 委 員 ご報告します。 

番号１１号、調査結果：通路として４０年経過、現況道路。 

番号１２号、調査結果：雑木自然繁茂、約４０年経過、現況山林。 

番号１３号、調査結果：住家１棟、３０年経過、現況宅地。 

番号１４号、調査結果：雑木自然繁茂、約２０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉田、１８番委員お願いします。 

 

１ ８ 番 委 員 ご報告します。 

番号１５号、調査結果：雑木・ゴキ竹自然繁茂、約３０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 次に、喜入、１０番委員お願いします。 

 

１ ０ 番 委 員 ご報告します。 

番号１６号、調査結果：雑木自然繁茂、約２０年経過、現況山林。 

番号１７号、調査結果：倉庫１棟、３１年経過、現況宅地。 

番号１８号、調査結果：雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 次に、松元、３番委員お願いします。 
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３ 番 委 員 ご報告します。 

番号１９号、調査結果：倉庫１棟、３１年経過、現況宅地。 

以上です。 

 

議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題６．「非農地認定に関する

件」１９件につきましては、原案どおり認定することに決定いたします。 

 

 

議題７．農地利用変更届出に関する件 

１８ページ ３件 

議 長 次に、議題７．「農地利用変更届出に関する件」を審議します。 

先ほど谷山の１件につきましては、議題３．｢農地法第４条許可申請に関する

件」と併せて審議しておりますので、それ以外の２件について審議していただき

きたいと思います。 

それでは、松元、３番委員お願いします。 

 

３ 番 委 員 ご報告します。 

番号２号、埋立理由・工事内容及び変更後の使用目的：周辺土地より低いため、

盛土をして畑としての利便性を高める。工事開始日：令和２年７月１日、工事終

了日：令和２年８月３１日、周囲の状況：東…私道、西…市道、南…宅地、北…

他人畑、境界…ブロック積、高さ…２．５ｍ、作物…甘しょ、搬入土…シラス、

黒土。 

番号３号、埋立理由・工事内容及び変更後の使用目的：周辺土地より低いため、

盛土をして畑として利便性を高める。工事開始日：令和２年７月１日、工事終了

日：令和２年８月３１日、周囲の状況：東・南…宅地、西…河川管理道路、北…

私道、境界…土留、高さ…０．８３ｍ、作物…甘しょ、じゃがいも、搬入土…シ

ラス、黒土。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、調査員から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題７．「農地利用変更届出に

関する件」２件につきましては、原案どおり受理することに決定いたします。 
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議題８．農用地利用集積計画に関する件 

１９ページ～３７ページ ３６件 

議    長 次に、議題８．「農用地利用集積計画に関する件」を審議します。 

まず、冒頭で申し上げました「議事参与の制限」について再度お知らせいたし

ます。 

２２ページ、番号４、５号につきましては、１番委員自身が、３１ページ、番

号２１、２２号につきましては、１２番委員自身が代表の農地所有適格法人が、

申請人となっている案件でございます。 

従いまして、１番委員、１２番委員におかれましては、農業委員会等に関する

法律第３１条の規定により、議事に参与することができませんので、順次しばら

く離席いただき、その間に審議し、再び着席していただくことにします。 

まず、１番委員におかれましては、離席をお願いします。 

 

（１番委員離席後） 

 

それでは、番号４、５号につきまして、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 それでは、議事参与の制限の案件について、ご説明します。 

 資料の２２ページ・２３ページをお願いします。 

 番号の４号、地目、現況ともに田、面積は計５９㎡、権利の種類は使用貸借 

権、区分：新規。 

 番号の５号、地目、現況ともに田、面積は計８５９㎡、権利の種類は賃借権、 

区分：新規。 

令和２年６月３０日公告予定です。これは、農業経営基盤強化促進法第１８条 

第３項の各要件を満たしていると考えます。以上です。 

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題８．「農用地利用集積計画

に関する件」の番号４、５号につきましては、原案どおり、承認することに決定

いたします。 

次の案件の審議に入ります前に、１番委員におかれましては、ご着席をお願い

します。１２番委員におかれましては、離席をお願いします。 

 

（１番委員着席、１２番委員離席後） 

 

それでは、番号２１、２２号につきまして、事務局から説明をお願いします。 
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事 務 局 引き続き、議事参与の制限の案件について、ご説明します。 

資料の３１ページをお願いします。 

番号の２１号、地目、現況ともに田、面積は計９５０㎡、権利の種類は賃借権、 

区分：更新。 

番号の２２号、地目、現況ともに田、面積は計７０４㎡、権利の種類は賃借権、 

区分：更新。 

令和２年６月３０日公告予定です。これは、農業経営基盤強化促進法第１８条 

第３項の各要件を満たしていると考えます。以上です。 

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題８．「農用地利用集積計画

に関する件」の番号２１、２２号につきましては、原案どおり、承認することに

決定いたします。 

 

残りの案件の審議に入ります前に、１２番委員におかれましては、ご着席をお

願いします。 

 

（１２番委員着席後） 

 

それでは、審議に戻ります。 

残りの３２件及び先ほどの４件を併せて、一括して事務局から説明をお願いし

ます。 

 

事 務 局 資料の１９ページをお願いします。 

 「議案第８号」、令和２年６月３０日公告予定の、農用地利用集積計画集計

表について、ただいまの分も含め、ご説明申し上げます。 

 

集計表の右下の合計欄になります。 

所有権２件、２筆、１，２８６㎡ 賃借権１８件、２９筆、２９，７５６㎡ 

使用貸借権１６件、２８筆、２２，４７３㎡  

合計３６件、５９筆、５３，５１５㎡です。 

 

なお、資料の２０ページ～３７ページは、農用地利用集積計画の内容です。 

お目通しをお願いいたします。 

これらは、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると

考えます。 

以上で、説明を終わります。 
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議    長 ただいま、事務局から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題８．「農用地利用集積計画

に関する件」につきましては、原案どおり、承認することに決定いたします。 

 

 

議題９．農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件 

別冊資料２ ２件 

議    長 次に、議題９．「農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件」

を審議します。別冊資料２です。 

それでは、松元、３番委員お願いします。 

 

３ 番 委 員 ご報告します。２ページです。 

３．変更後の用途、一般住宅 

４．現況、申出地は、直木町上園地区にあり、松元支所から南西へ約２ｋｍに

位置し、東は里道、西・南・北は他人畑に接している。 

５．農業委員会の意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は別紙調

書の通りで、申出地は農用地区域の外周部近接地であるが、県の除外対象要件に

あたることから、周辺農地への影響は少なく、計画変更はやむを得ないものと思

われる。 

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮してください。 

次に、６ページです。 

３．変更後の用途、建売住宅 

４．現況、申出地は、石谷町花立地区にあり、松元支所から北東へ約２ｋｍに

位置し、東・西は他人畑、南は宅地、北は他人畑、市道に接している。 

５．農業委員会の意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は別紙調

書の通りで、申出地は農用地区域の外周部であり、周辺農地への影響は少なく、

計画変更はやむを得ないものと思われる。 

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮してください。 

以上です。 

 

議    長 ただいま、調査員から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題９．「農業振興地域整備計

画変更（除外）に係る意見書に関する件」２件につきましては、原案どおり、承

認することに決定いたします。 
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議題１０．相続税の納税猶予に関する件 

３８ページ １件 

議    長 次に、議題１０．「相続税の納税猶予に関する件」を審議します。 

それでは、吉野、１３番委員お願いします。 

 

１ ３ 番 委 員 資料の３８ページをお開きください。 

この証明は、農地の相続が発生したとき、申告期限の翌日から２０年間営農を

継続することにより、相続税の支払いを一定の条件のもとに猶予又は免除する、

相続税の納税猶予の申請に係るものでございます。 

相続開始年月日は平成２２年１２月２０日でございます。申請者は被相続人の

子でございまして、今回が４回目の発行でございます。 

申請は、令和２年５月２７日に提出され、６月１５日に私、１５番委員、事務

局職員４名の計６名で現地を調査いたしました。 

調査しました申請農地１及び２は続き地で、露地植えやビニールハウスで野菜

を耕作されておりました。 

露地には、深ネギ、赤ジソ、人参、エダマメ、カボチャ、里芋、トウモロコシ、

白菜が作付けされておりました。 

また、ビニールハウスは５棟あり、シシ唐、大根、小松菜、大葉、赤ジソ、ス

イカ、カボチャ、ナス、キュウリ、トマト、山東菜、インゲンマメが作付されて

おりました。 

従いまして、番号１及び２の各特例適用農地において、申請者が農業経営を行

っておりましたので、「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」の発行につ

いては支障ないものと判断いたします。 

以上です。 

 

議   長 ただいま、調査員から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１０．「相続税の納税猶予

に関する件」１件につきましては、原案どおり決定することにいたします。 

 

議題の審議は以上です。 

続きまして、報告事項に入ります。 
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報        告        事        項 

１．法務局から照会のあった農地等の現況について 

３９ページ １件 

議 長 報告事項１「法務局から照会のあった農地等の現況について」 

それでは、吉野、１３番委員お願いします。 

 

１ ３ 番 委 員 

 

報告します。３９ページです。 

照会日：令和２年５月２７日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化調整区域

内にあり、現況非農地である。 

処理状況：令和２年６月３日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

 

２．農地法第３条の３届出専決に関する報告について 

４０ページ～４１ページ ７件 

議 長 次に、報告事項２「農地法第３条の３届出専決に関する報告について」 

報告事項３「農地法第４条・５条届出専決に関する報告について」 

それでは、事務局の報告をお願いします。 

 

事 務 局 

 

資料の４０ページをお開きください。 

報告事項２ 農地法第３条の３届出専決に関する報告の集計表です。 

この専決処理は、農地等について相続などで権利の取得があった場合、農業委

員会に届出を要するものです。 

今回の届出件数は、７件、登記地目別では、 田 ６筆 ２，２６９㎡、  

畑 １３筆 ４，６９５㎡、その他 ０筆 ０㎡、計 １９筆 ６，９６４㎡ 

「取得した事由」は、「相続」が７件、「権利の種類」は、所有権が７件。 

「農業委員会によるあっせん等の希望」は、有が１件、無が６件です。 

 

次の４１ページは、届出の内容です。お目通しをお願いいたします。 

 

３．農地法第４条・５条届出専決に関する報告について 

４２ページ～５１ページ ３０件 

事 務 局 

 

次に、４２ページをお開きください。 

報告事項３、農地法第４条・第５条届出専決に関する報告の集計表です。 

これらは、市街化区域内の農地の転用届出に関するもので、事務局長の専決に

より処理したものです。 

 

第４条関係は、「一般住宅」１件、「駐車場」１件で、合計２件です。 

４３ページは届出の内容です。お目通しをお願いいたします。 

 

元に返っていただき４２ページをお願いします。 

第５条関係は、上から順に「一般住宅」１９件、「共同住宅」３件、「駐車場」２

件、「その他」４件で、合計２８件です。 

資料の４４ページ～５１ページは、第５条の届出の内容です。 

お目通しをお願いいたします。 
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４．鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について 

別冊資料３ 

議 長 次に、報告事項４「鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況に

ついて」 

それでは、事務局の報告をお願いします。 

 

事 務 局 

 

報告事項４ 鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について

報告いたします。 

別冊資料３をご覧ください。 

表の一番下の合計欄をご覧ください。 

まず、二段書きの上の段の４月分については、訪問戸数２３戸、うち不在１戸、

調査回答戸数２７戸、貸出希望１戸３０．００アール、借入希望、貸出実績、借入

実績及び中間管理事業活用実績は、ともにありませんでした。 

なお、訪問戸数２３戸に対して調査回答戸数２７戸となっておりますが、令和

２年３月以前に最初に訪問した際不在であって、４月の再訪問で回答を得られた

案件につきましては、令和２年３月以前の最初の訪問月に「戸数」としてカウント

しています。 

次に、下の段の累計については、訪問戸数３，６７９戸、うち不在２４１戸、調

査回答戸数３，４３４戸、貸出希望１８８戸４，１５６．８７アール、借入希望３

８戸１，８５９．００アール、貸出実績１４戸１９８．４６アール、借入実績７戸

７８．９８アール、中間管理事業活用実績４６．１７アール。 

各地区の実績についてはお目通しをお願いします。 

最後に、令和２年４月実績につきましては、４月９日以降新型コロナウイルス

感染拡大により活動を休止したため、通常月より件数が大幅な減となっておりま

す。 

以上で報告を終わります。 

 

５．令和２年度第１回農地利用最適化推進合同委員会に係る審議結果について 

別冊資料４ 

議 長 次に、報告事項５「令和２年度第１回農地利用最適化推進合同委員会に係る審

議結果について」 

それでは、事務局の報告をお願いします。 
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事 務 局 

 

それでは各地区推進協議会において審議しました、鹿児島市農地利用最適化推

進合同委員会の第１号・２号議案の審議結果について報告します。 

出席委員につきましては、３７人中３６人の出席でございまして、全委員の過

半数を満たしております。 

次に議事の結果についてですが、 

第１号議案 令和元年度鹿児島市農業委員会事業について 

第２号議案 令和２年度鹿児島市農業委員会の重点活動方針（案）について 

いずれも過半数の賛成で承認されましたので報告します。 

農業委員の皆様には本日、お手元の通知文でもって報告させていただきますが、

推進委員の方々につきましては、本日郵送にてご案内します。 

以上で報告事項５に係る説明を終わります。 

 

議    長 

 

ありがとうございました。 

 

本日の議事は、全て終了しました。 

 

（議事終了：午前１０時５０分） 

 

続きまして、事務局から何か連絡事項等はございませんか。 

 

 

事 務 局 

 

 

 

・令和２年度第４回総会（月例）開催日時は、 

７月２８日（火）午前１０時開会 

みなと大通り別館６階 ソーホーかごしま会議室 

 

 

議    長 以上で、本日の総会を終了いたします。 

 

 

閉 会（午前１０時５２分） 

 

 

  



 - 19 -  

 
 

  

鹿児島市農業委員会総会 

 

 

議     長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 事 録 署 名 者 

 

 

 

 

 

 

    １４  番 委 員 

 

 

 

 

    １５  番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 


